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(57)【要約】
【課題】自動車等の車両のフレームは静止させたままで
運転手が自動車の駆動輪を回転させて自動車の各種試験
を行い、またその時に駆動輪に負荷を加えて様々な走行
状態を再現するシャシダイナモメータであって、急な加
減速を運転手が行った場合であっても適切な負荷が高い
応答性を持ってエンジンに加わり、路上試験に対する再
現性の高い試験を行う事が可能なシャシダイナモメータ
を提供することを目的とする。
【解決手段】自動車の駆動輪がその上に載置され、この
駆動輪の回転に伴って回転駆動される回転部材と、回転
部材の回転に抵抗を加えるためのモータと、モータの駆
動を制御する為の制御手段と、回転部材の回転速度を検
出する為の速度検出手段とを有し、制御手段は速度検出
手段によって検出された回転部材の回転速度に基づいて
回転速度が所定の目標速度となるようにモータを制御す
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車の駆動輪がその上に載置され、該駆動輪の回転に伴って回転駆動される回転部材
と、
　前記回転部材の回転に抵抗を加えるためのモータと、
　前記モータの駆動を制御する為の制御手段と、
　前記回転部材の回転速度を検出する為の速度検出手段と、
　を有し、
　前記制御手段は、前記速度検出手段によって検出された前記回転部材の回転速度に基づ
いて、該回転速度が所定の目標速度となるように前記モータを制御することを特徴とする
シャシダイナモメータ。
【請求項２】
　前記モータの駆動力を検出する為の駆動力検出手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記駆動力検出手段によって検出された駆動力に基づいて前記自動車
に働く荷重を演算し、この荷重及び前記検出された回転速度に基づいて前記目標速度を変
更することを特徴とする請求項１に記載のシャシダイナモメータ。
【請求項３】
　前記制御手段によって変更される目標速度は、前記回転部材の回転速度の加速度及び前
記自動車の重量から求められる前記自動車に加えるべき慣性力と、前記駆動力検出手段に
よって検出された駆動力に基づいて演算された前記自動車に働く荷重との差が小さくなる
ように設定されることを特徴とする請求項２に記載のシャシダイナモメータ。
【請求項４】
　前記駆動力検出手段は、前記モータの駆動軸又は前記前記回転部材の回転軸に設けられ
たトルクメータを有することを特徴とする請求項２又は３に記載のシャシダイナモメータ
。
【請求項５】
　前記駆動力検出手段は、前記モータの電流の大きさに基づいて該モータの駆動力を検出
することを特徴とする請求項２又は３に記載のシャシダイナモメータ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の車両のフレームを静止させた状態で、車輪を回転させて行なう自
動車の各種試験において、車輪に負荷を加えて様々な走行状態を再現するシャシダイナモ
メータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テストコースで自動車を走行させる代わりに、室内に配置した自動車の車輪のみ
を駆動させて各種計測を行うシャシダイナモメータが利用されている。シャシダイナモメ
ータを利用した計測は、回転ドラムや無端ベルトから構成される模擬路面上に自動車の駆
動輪を配置して、駆動輪が回転しても自動車の車体が動かないように車体を固定して行な
われる。このようなシャシダイナモメータによって、走行時の車体の振動や車内騒音の測
定、燃費の測定や排気ガスの計測などの様々な試験が行われる。
【０００３】
　ところで、自動車の振動や騒音は、主として自動車のエンジンからの加振力によって発
生する。この加振力は、エンジンの回転数のみならず、エンジンに加わる負荷によっても
変動する。具体的には、エンジンの駆動軸の回転方向と正方向又は逆方向に負荷が掛かる
と、エンジンからの加振力は増大し、それに伴って車内の振動や騒音が増大する。自動車
の燃費もまた、エンジンに加わる負荷によって変化する。
【０００４】
　そのため、シャシダイナモメータを使用した試験においては、実際の路上に自動車を走
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行させて行う路上試験と同様の試験結果を得るためには、路上試験中に車輪に加わる回転
方向の負荷と同様の負荷を模擬路面を介して車輪に与えながら試験を行なうことが必要に
なる。試験中にこのような負荷を車輪に与えるために、シャシダイナモメータの無端ベル
トが巻かれたプーリ、又はドラムには、駆動力吸収用のモータが取り付けられている。こ
のモータによって、適切な負荷を自動車のエンジンに加えることで、路上試験と同等と見
なせる試験を、屋外コースを使用せずに実施することが可能となる。
【０００５】
　シャシダイナモメータによって車輪に加えられるべき負荷（トルク）は、通常、自動車
の質量、重心や慣性モーメント、更にシャシダイナモメータ自身の慣性モーメント等のパ
ラメータを用いた解析によって、或いは実際に路上で自動車を走行させた時のデータを用
いて決定される。この負荷は、自動車の駆動輪の周速、又はその周速の変動量の関数とし
て定められる。
【０００６】
　特許文献１に示されるような従来のシャシダイナモメータにおいては、モータの駆動軸
の回転速度を計測する為のロータリーエンコーダとともに、この駆動軸に発生するトルク
を計測する為のトルクメータが設けられている。シャシダイナモメータの制御手段は、ロ
ータリーエンコーダを用いて計測される回転数を用いて自動車の駆動輪の周速を求め、さ
らにこの周速およびその変動量に基づいてモータに加えるべきトルクを求める。更に、シ
ャシダイナモメータの制御手段は、トルクメータの出力を監視し、トルクメータの出力が
所望の値となるように、モータを制御する（すなわち、フィードバック制御によってモー
タのトルクを制御する）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－１４５０５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このような従来の構成においては、周速変化に基づくフィードバック制御によってモー
タの出力を制御していた為、自動車の駆動輪の周速の変化が始まってから、これに応答し
てモータのトルク量の変化が始まるまでに無視できないタイムラグが発生していた。すな
わち、路上試験においては駆動輪の周速を変化させるとその瞬間に自動車自身の慣性によ
り駆動輪の車軸にトルクが加わる。一方、従来のシャシダイナモメータにおいては、まず
駆動輪の車軸にほとんど負荷がかからない状態で周速が変化し、この変化を検出した後に
モータによって慣性力相当の負荷が駆動輪の車軸に加わることになる。このように、従来
のシャシダイナモメータは、駆動輪の周速の加減速に対して高い応答性をもって駆動輪に
負荷を加えることができず、その結果、自動車の駆動輪を介してエンジンに付与される負
荷変動の挙動が、必ずしも路上試験においてエンジンに付与される負荷変動の挙動と一致
しなかった。特に、急ブレーキなど、駆動輪の速度が急激に変化する場合において、この
問題は顕著である。
【０００９】
　上記の問題に鑑み、本発明は、急な加減速を運転手が行った場合であっても適切な負荷
が高い応答性を持ってエンジンに加わり、路上試験に対する再現性の高い試験を行う事が
可能なシャシダイナモメータを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本発明のシャシダイナモメータにおいては、自動車の駆動
輪がその上に載置され、この駆動輪の回転に伴って回転駆動される回転部材と、回転部材
の回転に抵抗を加えるためのモータと、モータの駆動を制御する為の制御手段と、回転部
材の回転速度を検出する為の速度検出手段とを有し、制御手段は速度検出手段によって検
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出された回転部材の回転速度に基づいて回転速度が目標速度となるようにモータを制御す
ることを特徴とする。
【００１１】
　また、モータの駆動力を検出する為の駆動力検出手段をさらに有し、制御手段は、駆動
力検出手段によって検出された駆動力に基づいて自動車に働く荷重を演算し、この慣性力
及び検出された回転速度に基づいて目標速度を変更する構成とことすることがより好まし
い。
【００１２】
　また、制御手段によって変更される目標速度は、回転部材の回転速度の加速度及び前記
自動車の重量から求められる自動車に加えるべき慣性力と、駆動力検出手段によって検出
された駆動力に基づいて演算された自動車に働く荷重との差が小さくなるように設定され
る構成とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明した本発明の構成においては、自動車の駆動輪の周速が目標速度となっている
状態から自動車の運転者がアクセル、ブレーキ、ハンドル操作等を行った場合、モータは
回転部材の周速が目標速度に維持されるような方向の力を回転部材に加えることになる。
この運転者の操作に対するモータの駆動力変化の応答性は極めて高いものであり、運転者
が操作によって駆動輪の周速を変化させようとすると、即座にその変化に対応した負荷が
エンジンに加わることになる。この負荷は、路上走行時においてエンジンに加わる負荷と
ほぼ等価と見なせる。
【００１４】
　このため、本発明によれば、急な加減速を運転手が行った場合であっても適切な負荷が
エンジンに加わり、路上試験に対する再現性の高い試験を行う事が可能なシャシダイナモ
メータが実現される。
【００１５】
　また、モータの駆動力に基づいて自動車に働く荷重を演算し、この荷重及び検出された
回転速度に基づいて目標速度を変更する構成とすると、モータから回転部材に負荷が加わ
るとそれに引き続いて慣性力に応じて目標速度が変化し、自動車の駆動輪の速度はこの目
標速度に近づく。例えば、運転者が自動車を加速させるような操作を行った場合、モータ
が自動車のエンジンに負荷を加えた後に目標速度が増加し、自動車の駆動輪の周速も路上
試験と同様に加速する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施形態のシャシダイナモメータのブロック図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態のシャシダイナモメータのフラットベルト機構の側面
図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態のシャシダイナモメータを用いて試験を行う際の、自
動車の走行スケジュールを示すタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を用いて本発明の実施の形態のシャシダイナモメータにつき説明する。図１
は、本発明の実施形態によるシャシダイナモメータ１を模式的に示したブロック図である
。図１に示されているように、シャシダイナモメータ１は、試験を行う自動車Ｃのボディ
を固定するための架台１００と、自動車Ｃの前輪Ｗｆの２輪がその上にそれぞれ載置され
る一対のフラットベルト機構２００、３００（図２参照）と、フラットベルト機構２００
及び３００を制御すると共に各種計測演算を行う制御計測部４００と、を有する。なお、
本実施形態においては、自動車Ｃは前輪駆動である。以下の説明においては、自動車Ｃの
向きを基準とし、自動車Ｃの前方側を「前」、自動車Ｃの後方側を「後」、自動車Ｃの幅
方向を「幅方向」と定義する。
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【００１８】
　架台１００は、図示しない車体固定機構を有しており、この車体固定機構を用いて、自
動車ＣのボディＣｂおよび後輪Ｗｂは架台上に固定されるようになっている。また、架台
１００は、自動車Ｃを架台１００およびフラットベルト機構２００、３００の上に移動さ
せるためのスロープ１４０を有する。すなわち、自動車Ｃをシャシダイナモメータ１によ
って計測可能な状態とする為に、自動車Ｃは運転手によって運転されて、前輪Ｗｆがフラ
ットベルト機構２００及び３００の上に、後輪Ｗｂが架台１００の上に載るように、スロ
ープ１４０を通って移動する。計測終了後は、自動車Ｃは運転者による運転によって、ス
ロープ１４０を通ってシャシダイナモメータ１から離れる。
【００１９】
　前述のように、本実施形態においては自動車Ｃが前輪駆動であるため、前輪Ｗｆをフラ
ットベルト機構２００、３００に載置し、後輪Ｗｂを架台１００上に固定する構成となっ
ているが、自動車Ｃが後輪駆動である場合は、後輪Ｗｂをフラットベルト機構２００、３
００に載置し、前輪Ｗｆを架台１００上に固定する。さらに、自動車Ｃが４輪駆動である
場合は、フラットベルト機構を４台用意し、全ての駆動輪が夫々別個のフラットベルト機
構に載載置するようにする。
【００２０】
　このように構成されたシャシダイナモメータ１に自動車Ｃを設置し、自動車Ｃの前輪Ｗ
ｆを駆動させると、前輪Ｗｆの回転に伴ってフラットベルト機構２００、３００の無端ベ
ルトが前輪Ｗｆの回転方向とは逆方向に回転する。この際にフラットベルト機構２００、
３００に設けられた駆動力吸収用のモータ（後述）によって無端ベルトに抵抗を加えて、
様々な走行状態を再現することができる。例えば、後述のロータリーエンコーダやトルク
メータを用いてフラットベルトの周速やモータのトルク量等を計測し、このフラットベル
トの周速やモータのトルク量、自動車Ｃの重量などに基づいて負荷を加えることによって
、自動車の車体に加速／減速時の慣性力を加えることができる。すなわち、これによって
自動車の加速／減速時における過渡的な走行状態を再現することができる。なお、本実施
形態においては、自動車を静止状態に保ちつつその駆動輪を回転させる機構（回転部材）
としてフラットベルト機構を用いているが、フラットベルト機構の代わりに回転ドラムを
回転部材として用いても良い。
【００２１】
　制御計測部４００は、自動車の排気ガス濃度や振動、騒音等の各種データを計測する為
の車載センサ４３０、自動車Ｃの運転者に走行スケジュールを報知する為のモニタ４２０
、及びフラットベルト機構２００、３００の各々に設けられた駆動力吸収用モータ（後述
）の回転速度やトルクを計測する為のモータ用センサ４４０を有する。また、モニタ４２
０の表示内容の設定やおよび駆動力吸収用モータの制御、及び各種センサからの出力を演
算するための制御ユニット４１０が、モニタ４２０、車載センサ４３０、モータ用センサ
４４０と接続されている。
【００２２】
　次に、フラットベルト機構２００、３００の構造について説明する。図２は、本実施形
態によるフラットベルト機構２００の側面図を示したものである。なお、フラットベルト
機構３００は、フラットベルト機構２００とは左右対称に構成、配置されているものであ
り、その構造はフラットベルト機構２００と同様であるため、これについての詳細な説明
は省略する。
【００２３】
　図２に示されているように、フラットベルト機構２００は、夫々幅方向に延びる駆動ロ
ーラ２１２と、従動ローラ２１４からなるローラ対２１０と、このローラ対２１０に掛け
渡された無端ベルト２２０とを有する。駆動ローラ２１２と従動ローラ２１４は前後方向
に並べて配置されており、駆動ローラ２１２の回転に伴って、無端ベルト２２０がローラ
対２１０の周りを回動し、この無端ベルト２２０の運動に伴って、従動ローラ２１４は回
転する。なお、駆動ローラ２１２および従動ローラ２１４の径は約５６０ｍｍである。
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【００２４】
　無端ベルト２２０は厚さ約０．５ｍｍの鋼板であり、その外周面には例えばセーフティ
ウォーク（登録商標）等のゴム製の防滑材２２２が貼付されている。この防滑材は、鋼製
の無端ベルト２２０自身よりも高い摩擦係数となっており、実際のアスファルト路面に近
い状態が再現される。
【００２５】
　駆動ローラ２１２および従動ローラ２１４の回転軸２１２ａ、２１４ａはそれぞれ、軸
受２３２、２３４によって回転可能に支持されている。なお、軸受２３２、２３４は駆動
ローラ２１２および従動ローラ２１４の回転軸２１２ａ、２１４ａの両端に１つずつ備え
られている。また、この軸受２３２、２３４は、フラットベルト機構２００のフレーム２
５０を介してベースプレート７００上に固定されている。
【００２６】
　また、無端ベルト２２０に負荷をかけるための駆動力吸収用モータ２４２が、駆動ロー
ラ２１２と従動ローラ２１４との間に設けられている。本実施形態においては、駆動モー
タ２４２は無端ベルト２２０の上部と下部との間の空間内でフラットベルト２００の装置
フレームに支持されているので、無端ベルト２２０とは接触しない。駆動モータ２４２の
回転軸２４２ａの先端には、プーリ２４４が固定されている。このプーリ２４４と、駆動
ローラ２１２の回転軸２１２ａの先端に固定されたプーリ２１２ｂとは、無端ベルト２４
３を介して連結されている。
【００２７】
　駆動力吸収用モータ２４２の回転軸２４２ａには、モータ用センサ４４０を構成するロ
ータリーエンコーダ４４２及びトルクメータ４４４が設けられている。このロータリーエ
ンコーダ４４２を用いて、駆動力吸収用モータ２４２の回転軸２４２ａの回転数が計測さ
れる。この計測結果は、制御計測部４００の制御ユニット４１０（図１）に渡される。制
御ユニット４１０は、この計測結果から無端ベルト２２０の周速（すなわち無端ベルト２
２０と接しているタイヤＷｆの周速）を演算することができる。また、トルクメータ４４
４は、モータ２４２の回転軸に加わるトルクを計測する手段である。このトルクメータ４
４４の出力もまた、制御ユニット４１０に接続されている。
【００２８】
　次に、無端ベルト２２０の上部を支持するための支持ローラ機構６００について説明す
る。支持ローラ機構６００は、図２に示されているように、前後方向に並べられ、幅方向
にそれぞれ回転軸を有する５本のローラ６１１～６１５を有する。このローラ６１１～６
１５の両端は、フラットベルト機構２００のフレームに設けられた軸受６２２、６２４に
よって、回転可能に支持されている。ローラ６１１～６１５の上端の高さは、駆動ローラ
２１２および従動ローラ２１４の上端の高さと同じかやや高くなるように調整されている
。このため、ローラ６１１～６１５の上端は、常に無端ベルト２２０の内周上部と密着す
るようになっている。従って、前輪Ｗｆがフラットベルト機構２００の上に載置された状
態では、前輪Ｗｆは無端ベルト２２０のみならず、ローラ６１１～６１５によっても支持
される。
【００２９】
　以上説明した構成のシャシダイナモメータ１による自動車Ｃの試験は、以下の様な手順
によって実施される。まず、運転者が自動車Ｃを運転して、自動車Ｃの後輪Ｗｂが架台１
００上に、前輪Ｗｆがフラットベルト機構２００、３００上に配置されるようにする。次
いで、自動車ＣのボディＣｂと後輪Ｗｂを固定具によって架台１００に固定する。次いで
、自動車に車載センサ４３０を取り付ける。
【００３０】
　続いて、制御ユニット４１０は、モニタ４２０に走行スケジュールを表示させる。自動
車Ｃの運転者は、この走行スケジュールに従って自動車Ｃの運転を行う。走行スケジュー
ルの一例を示すタイムチャートを図３に示す。図３は、横軸に時間、縦軸に自動車Ｃの前
輪Ｗｆの周速ｖ（すなわち、自動車Ｃの速度計に表示される速度）をプロットした線図で
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ある。
【００３１】
　本実施形態においては、制御ユニット４１０は、前輪Ｗｆの周速を目標速度に維持する
ようにモータのトルク（方向および大きさ）を制御するようになっている。また、制御ユ
ニット４１０は、前輪Ｗｆの周速の目標速度をモータのトルク等に基づいて変化させる。
【００３２】
　以下、図３に基づいて本実施形態のシャシダイナモメータ１を用いた計測手順を説明す
る。最初に、計測開始（Ｔ０）から約３０秒間は、前輪Ｗｆの周速は０［ｋｍ／ｈ］に保
たれる（Ｔ１）。この間は、目標速度は０［ｋｍ／ｈ］であり、制御ユニット４１０はモ
ータの回転数が０となるようにモータのトルクを制御している。
【００３３】
　次いで、運転者は約３０秒後（すなわちＴ０から１分後）に周速が３０［ｋｍ／ｈ］と
なるように、前輪Ｗｆを駆動させる（Ｔ２）。この時も目標速度は０［ｋｍ／ｈ］である
ので、モータ２４２はその回転数を０に維持すべく、前輪Ｗｆの回転方向と逆向きのトル
クを発生するよう駆動される。これによって、急激な負荷が前輪Ｗｆを介して自動車Ｃの
エンジンに加わる。この負荷は、路上試験において、自動車Ｃを発進させた時にエンジン
にかかる負荷とほぼ同等のものとなる。本実施形態の構成によれば、このように、前輪Ｗ
ｆを静止状態から駆動させる際に、高い応答性をもってエンジンに負荷がかかるようにな
っている。
【００３４】
　その後、制御ユニット４１０は、目標速度を変化させる。すなわち、制御ユニットは、
ロータリーエンコーダ４４２の計測値から算出される前輪Ｗｆの周速の時間微分値である
加速度及び自動車Ｃの重量から、シャシダイナモメータ１から自動車Ｃに与えるべき慣性
力の大きさを演算し、さらに、演算された慣性力と駆動ローラ２１２及びプーリ２１２ｂ
、２４４の径から、この慣性力を与える為に必要なモータ２４２のトルクを演算する。そ
して、制御ユニット４１０は、トルクメータ４４４によって計測されたトルクの大きさが
演算されたトルクの大きさに近づくような目標速度を算出し、目標速度から演算されるモ
ータ２４２の回転速度を目標値としてモータ２４２に与える。時間Ｔ２においては、前輪
Ｗｆの周速が上昇するが、上記の方法で算出された目標速度は、前輪Ｗｆの周速よりもや
や遅い速度となる。目標速度と前輪Ｗｆの周速の差は、トルクメータ４４４によって計測
されたモータ２４２の回転軸２４２ａに働くトルクと、自動車Ｃに加えるべき慣性力から
算出されるトルクの差が大きいほど、大きな値となる。
【００３５】
　以上の処理を行うことにより、運転者が前輪Ｗｆを加速させる操作を行っている間は、
路上試験と同様、エンジンに負荷が加わりながら前輪Ｗｆの周速が上昇し続けることにな
る。
【００３６】
　次いで、運転者は約２分の間（Ｔ３）、自動車Ｃの前輪Ｗｆの周速が約３０［ｋｍ／ｈ
］に保たれるように、自動車Ｃを運転する。この間は、前輪Ｗｆの周速が殆ど変化しなく
なるため、自動車Ｃに加えるべき慣性力はほぼ０となり、目標速度は３０［ｋｍ／ｈ］に
設定される。このため、エンジンに加わる負荷は区間Ｔ２よりも小さくなる。
【００３７】
　次いで、運転者は約２０秒後（すなわちＴ０から約３分２０秒後）に周速が６０［ｋｍ
／ｈ］となるように、前輪Ｗｆの周速を加速させる（Ｔ４）。この時、モータ２４２は前
輪Ｗｆの周速を３０［ｋｍ／ｈ］に維持すべく、前輪Ｗｆを逆回転させようとする方向に
駆動される。この時、急激な負荷が前輪Ｗｆを介して自動車Ｃのエンジンに加わる。その
後、目標速度は、時間Ｔ２と同様、前輪Ｗｆの周速の加速度と自動車Ｃの重量から演算さ
れる慣性力の大きさに基づいて増加する。
【００３８】
　このように、本実施形態の構成によれば、このように、前輪Ｗｆの周速を加速させる際
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に、高い応答性をもってエンジンに負荷がかかるようになっている。
【００３９】
　次いで、運転者は約１分４０秒の間（Ｔ５）、自動車Ｃの前輪Ｗｆの周速が約６０［ｋ
ｍ／ｈ］に保たれるように、自動車Ｃを運転する。この間、制御ユニット４１０は、目標
速度を時速６０［ｋｍ／ｈ］に設定し、モータ２４２に加わるトルク量が略０となるよう
にする。
【００４０】
　次いで、運転者は自動車Ｃのブレーキを作動させ、約２０秒後（すなわちＴ０から約５
分２０秒後）に周速が２０［ｋｍ／ｈ］となるように、前輪Ｗｆの周速を減速させる（Ｔ
６）。この時、モータ２４２は前輪Ｗｆの周速を６０［ｋｍ／ｈ］に維持すべく、前輪Ｗ
ｆを正回転させようとする方向に駆動される。この時、急激な負荷が前輪Ｗｆを介して自
動車Ｃのエンジンに加わる。この負荷は、路上試験において、自動車Ｃを急減速させた時
にエンジンにかかる負荷とほぼ等価と見なされる。本実施形態の構成によれば、このよう
に、前輪Ｗｆの周速を減速させる際に、高い応答性をもってエンジンに負荷がかかるよう
になっている。
【００４１】
　その後、制御ユニット４１０は、目標速度を変化させる。すなわち、制御ユニットは、
ロータリーエンコーダ４４２の計測値から算出される前輪Ｗｆの周速の時間微分値である
加速度及び自動車Ｃの重量から、シャシダイナモメータ１から自動車Ｃに与えるべき慣性
力の大きさを演算し、さらに、演算された慣性力と駆動ローラ２１２及びプーリ２１２ｂ
、２４４の径から、この慣性力を与える為に必要なモータ２４２のトルクを演算する。そ
して、制御ユニット４１０は、トルクメータ４４４によって計測されたトルクの大きさが
演算されたトルクの大きさに近づくような目標速度を算出し、目標速度から演算されるモ
ータ２４２の回転速度を目標値としてモータ２４２に与える。時間Ｔ６においては、前輪
Ｗｆの周速が降下するが、上記の方法で算出された目標速度は、前輪Ｗｆの周速よりもや
や速い速度となる。目標速度と前輪Ｗｆの周速の差は、トルクメータ４４４によって計測
されたモータ２４２の回転軸２４２ａに働くトルクと、自動車Ｃに加えるべき慣性力から
算出されるトルクの差が大きいほど、大きな値となる。
【００４２】
　以上の処理を行うことにより、運転者が前輪Ｗｆを減速させる操作を行っている間は、
路上試験と同様、エンジンに負荷が加わりながら前輪Ｗｆの周速が低下し続けることにな
る。
【００４３】
　次いで、運転者は約４０秒の間（Ｔ７）、自動車Ｃの前輪Ｗｆの周速が約２０［ｋｍ／
ｈ］に保たれるように、自動車Ｃを運転する。この間、制御ユニット４１０は、目標速度
を時速２０［ｋｍ／ｈ］に設定し、モータ２４２に加わるトルク量が略０となるようにす
る。
【００４４】
　次いで、運転者は自動車Ｃのブレーキを作動させ、約１０秒後（すなわちＴ０から約６
分１０秒後）に前輪Ｗｆが停止するように、前輪Ｗｆの周速を減速させる（Ｔ８）。この
時、モータ２４２は前輪Ｗｆの周速を２０［ｋｍ／ｈ］に維持すべく、前輪Ｗｆを正回転
させようとする方向に駆動される。この時、急激な負荷が前輪Ｗｆを介して自動車Ｃのエ
ンジンに加わる。この負荷は、路上試験において、自動車Ｃを急減速させた時にエンジン
にかかる負荷とほぼ等価と見なされる。その後、目標速度は慣性力に応じて減少する。
【００４５】
　このように、本実施形態の構成によれば、このように、前輪Ｗｆの周速を減速させる際
に、高い応答性をもってエンジンに負荷がかかるようになっている。
【００４６】
　次いで、運転者は、前輪Ｗｆが停止した状態を約５０秒間続ける（Ｔ９）。次いで計測
を終了し（Ｔ１０）、車載センサ４３０を自動車Ｃから取外し、さらに自動車Ｃの架台１
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００への固定を解く。次いで、運転手は自動車Ｃをシャシダイナモメータ１から他の場所
に移動させる。以上をもって、自動車Ｃの試験が終了する。
【００４７】
　以上説明したように、本実施形態のシャシダイナモメータにおいては、自動車の駆動輪
が定速で回転している（又は駆動輪が停止している）間は、その駆動輪の周速を維持する
ように駆動力吸収用モータ２４２が駆動されるようになっている。この状態から、駆動輪
の周速を加速または減速させると、モータ２４２は高い応答性をもってエンジンに負荷を
加える。このように、本実施形態によれば、急な加減速を運転手が行った場合に適切な負
荷がエンジンに加わるようになっており、路上試験とほぼ等価と見なせる負荷をエンジン
に加えることが可能である。また、運転者が自動車の駆動輪の周速を制御するタイミング
が多少ずれたとしても、そのずれたタイミングに従ってエンジンに負荷が加わるようにな
っており、運転者の習熟度に関わらず、一定の試験結果が得られるようなシャシダイナモ
メータが実現される。
【００４８】
　なお、本実施形態においては、モータ２４２に設けられたトルクメータによって自動車
に加わる荷重を演算しているが、本発明は上記構成に限定されるものではない。すなわち
、トルクメータはモータ２４２からエンジンの駆動軸に至るトルクの伝達経路のいずれか
に設けられていればよく、例えば自動車の駆動輪の車軸に設けられていてもよい。また、
モータの消費電流や消費電力はモータ２４２の駆動軸に加わる負荷に対応した値になるた
め、この消費電流や消費電力から自動車に加わる荷重を演算する構成も可能である。
【符号の説明】
【００４９】
　　　　１　　　　　　シャシダイナモメータ
　　１００　　　　　　架台
　　１４０　　　　　　スロープ
　　２００、３００　　フラットベルト機構
　　２１０　　　　　　ローラ対
　　２１２　　　　　　駆動ローラ
　　２１２ａ　　　　　回転軸
　　２１２ｂ　　　　　プーリ
　　２１４　　　　　　従動ローラ
　　２１４ａ　　　　　　回転軸
　　２２０　　　　　　無端ベルト
　　２２２　　　　　　防滑材
　　２３２、２３４　　軸受
　　２４２　　　　　　駆動モータ
　　２４４　　　　　　プーリ
　　２４５　　　　　　軸受
　　４００　　　　　　制御計測部
　　４１０　　　　　　制御ユニット
　　４２０　　　　　　モニタ
　　４３０　　　　　　車載センサ
　　４４０　　　　　　モータ用センサ
　　４４２　　　　　　ロータリーエンコーダ
　　４４４　　　　　　トルクメータ
　　６００　　　　　　支持ローラ機構
　　６１１～６１５　　支持ローラ
　　７００　　　　　　ベースプレート
　　　　Ｃ　　　　　　自動車
　　　Ｃｂ　　　　　　自動車ボディ
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　　　Ｗｆ　　　　　　前輪
　　　Ｗｂ　　　　　　後輪

【図１】 【図２】
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